
都市のデジタル化プロジェクトチーム設置要綱 

 

（設置及び目的） 

第１条 大阪市ＤＸ戦略（以下「戦略」という。）の理念のもと、市民ＱｏＬ（生活の

質）の向上と都市力の向上をめざして、2040 年以降に実現したい未来の姿を描きな

がら、都市・インフラ分野のＤＸの取組を進めるため、都市のデジタルツインを見据

えた建設生産プロセスＤＸを推進する都市のデジタル化プロジェクトチーム（以下

「都市のデジタル化ＰＴ」という。）を設置する。 

２ 都市のデジタル化ＰＴは、生産性の向上や便利・安心・安全に暮らせるまちの実現

をめざし、建設生産プロセスの全体最適化及びまちの可視化を進めるための羅針盤と

なる推進計画の策定・推進、及び都市・インフラ分野のＤＸ人材育成に向けた意見交

換等を行うことを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第２条 都市のデジタル化ＰＴの所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 推進計画の策定・改定、及び推進に関すること。 

(２) 技術職員にかかるＤＸ人材育成に関すること。 

(３) 前２号にかかる関係所属間の情報共有に関すること。 

(４) その他関連する事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 都市のデジタル化ＰＴは、リーダー及び構成員で組織する。 

２ リーダーは、都市・インフラ分野にかかる事務を担任する副市長をもって充てる。 

３ 構成員は、デジタル統括室長、政策企画室長、危機管理監、計画調整局長、環境局

長、都市整備局長、建設局長、大阪港湾局長及び水道局長の職にある者をもって充て

る。 

４ リーダーは、都市のデジタル化ＰＴ会議を招集し、主宰する。 

５ 第３項に規定する者は、前条に定める所掌事項の円滑かつ効果的な処理が図られる

よう、相互に連携しなければならない。 

６ リーダーが必要と認めるときは、第３項に規定する者以外の者に都市のデジタル化

ＰＴ会議に出席を求めることができる。 

７ 都市のデジタル化ＰＴは、「都市のデジタル化ＰＴ検討チーム（以下「検討チーム」

という。）」、及び「テーマワーキンググループ（以下「テーマＷＧ」という。）」を設

置する。なお、テーマＷＧについては、複数設置する場合がある。 

 

（都市のデジタル化ＰＴ検討チーム） 

第４条 検討チームは、第２条に定める所掌事項に関し、都市のデジタル化ＰＴの実務

や所属間調整を行う。 

２ 検討チームは、幹事及びメンバーで組織する。 



３ 幹事は、デジタル統括室の課長の職にある者をもって充てる。 

４ メンバーは、都市のデジタル化ＰＴの構成員の所属の課長で構成する。 

５ 幹事は、検討チーム会議を招集し、主宰する。 

６ 第３項及び第４項に規定する者は、第１項に定める検討チームの所掌事項の円滑か

つ効果的な処理が図られるよう、相互に連携しなければならない。 

７ 幹事が必要と認めるときは、第４項に規定する者以外の者に検討チーム会議に出席

を求めることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、検討チームの組織及び運営に関する事項は、幹事が別

に定める。 

 

（テーマワーキンググループ） 

第５条 テーマＷＧは、第１条の目的の達成に必要な具体的なテーマごとに、検討、推

進を行う。 

２ テーマＷＧのテーマは、都市のデジタル化ＰＴが決定する。 

３ テーマＷＧは、ＷＧリーダー及びＷＧメンバーで組織する。 

４ ＷＧリーダーは、リーダーが指定する所属に属する職員をもって充てる。 

５ ＷＧリーダーは、テーマＷＧ会議を招集し、主宰する。 

６ ＷＧメンバーは、リーダーが指定する所属に属する職員で構成する。 

７ ＷＧリーダーは、テーマＷＧで決定された事項及び論点整理の状況等、取組検討の

進捗状況について、必要に応じて都市のデジタル化ＰＴに報告する。 

８ 第４項及び第６項に規定する者は、第１項に定めるテーマＷＧの所掌事項の円滑か

つ効果的な処理が図られるよう、相互に連携しなければならない。 

９ ＷＧリーダーが必要と認めるときは、第５項に規定する者以外の者にテーマＷＧ会

議に出席を求めることができる。 

１０ 前各項に定めるもののほか、テーマＷＧの組織及び運営に関する事項は、テーマ

ＷＧリーダーが別に定める。 

 

（庶務） 

第６条 都市のデジタル化ＰＴ、検討チームの庶務は、デジタル統括室において処理す

る。 

２ テーマＷＧの庶務は、原則として、ＷＧリーダーが属する所属において処理する。 

 

（施行の細目） 

第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市のデジタル化ＰＴが定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年３月 15日から施行する。 

２ 都市・インフラＤＸ推進検討会設置要綱（令和５年４月１日施行）は、廃止する。 

 


